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津田塾大学学芸学部国際関係学科准教授。ジャパンタイムズ記者，日本国際問題研究所研究員などを経て，
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学名誉教授。1979 年東京大学法学部卒業。1981 年弁護士登録。1988 年米国コーネル大学ロースクール修

士。1988～94 年ベルギーにて弁護士活動。1993 年（ベルギー）カトリック・ルーヴァン大学大学院修士。

横浜国立大学大学助教授、早稲田大学法学学術院の教授へて、現在に至る。著書に、『ヨーロッパ経済法』

（1997 年、新世社）、『グローバル社会の法律家論』（2002 年、現代人文社）、共編著『EU と新しい国際秩

序』（2021 年、日本評論社）、編著『平成司法改革の研究』（2022 年、岩波書店）など。 
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国際刑事裁判所（ICC）書記局対外活動局国別分析ユニット長。国際基督教大学教養学部社会科学科卒。同

大学院行政学研究科およびオランダ・ライデン大学法学部大学院で国際公法を専攻し、ベルギー・ルーバン

大学法学部にて博士号を取得。国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）ウガンダオフィスにて難民保護官補

として勤務後、1995 年より国連旧ユーゴスラビア刑事裁判所（ICTY）検察局にて戦争犯罪・ジェノサイド

等の国際犯罪の証拠分析に従事。国連本部政務局ブット事実調査委員会分析官、カンボジアのクメール・ル
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太清伸は、国際刑事裁判所（ICC）書記局対外活動局国別分析ユニット分析官補である。2014 年に広島大

学大学院国際協力研究科博士課程後期修了。ICC における初期の被害者賠償と支援に関する論文にて、博士

（学術）号を取得。ICC 被害者信託基金事務局、国連薬物犯罪事務所（UNODC）、国連難民高等弁務官事務

所（UNHCR）を経て、2017 年より現職。政治・治安分析と対外活動業務に携わる。平和構築・移行期の正

義・司法改革分野において過去に研究・論文発表実績がある。 

 


